
宮崎市脱炭素先行地域コンソーシアム

賛助会員及びワーキンググループ

募集要領

令和７年１０月

宮崎市



１.宮崎市脱炭素先行地域の事業推進体制について

環境省が選定を進める「脱炭素先行地域」に本市が選定されたことを受け、本市が提案し

た持続可能な「まちなか脱炭素型モデル」を確立するため、産学金官が一体となり推進する

コンソーシアムを設立し、コンソーシアムの目的を達成するために必要な取組を具体的に推

進するためにワーキンググループを設置しました。

この脱炭素先行地域での取組は、本市のゼロカーボンシティ実現のための象徴的な取組で

あり、中心市街地の活性化と脱炭素を掛け合わせることによるまちなかのにぎわい創出、持

続可能な社会づくりを支える人材の育成、スポーツランドみやざきの新しい価値の創造な

ど、脱炭素に留まらない様々な効果を本市にもたらすことが期待されます。

これらの取組をコンソーシアムが推進することで、脱炭素先行地域だけでなく本市全体の

ゼロカーボンシティに向けた動きを加速させるとともに、脱炭素ドミノの起点となるモデル

性を示し、他地域にも波及することで、国全体での2050年カーボンニュートラルの実現に貢

献することを目指します。



２.宮崎市脱炭素先行地域コンソーシアムへの入会について

（１）コンソーシアムの目的

本会は、産学金官が連携し、国から選定された宮崎市の脱炭素先行地域での取組を着

実に実行し、2030年度までに対象地域の民生部門におけるCO2排出量実質ゼロの実現を

目指すとともに、地域課題の解決に貢献することを目的とします。

（２）コンソーシアムの活動内容

・脱炭素先行地域づくり事業に関する意見交換、情報共有及び情報発信に関すること

・脱炭素先行地域の取組について、進捗状況、取組評価、課題の整理、スケジュールの

確認に関すること

・脱炭素先行地域以外への取組の展開に関すること

・前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動

（３）会員

宮崎市脱炭素先行地域計画の共同提案者を正会員、そのほか事業参画を希望する事業

者等は賛助会員として、コンソーシアムに入会していただきます。

正 会 員：宮崎市脱炭素先行地域計画の共同提案者

賛 助 会 員：目的に賛同し、適宜、取組を支援する事業者及び団体等

オブザーバー：国、地方公共団体等であって、会長が適当と認める者

（４）入会

賛助会員としてコンソーシアムに入会を希望する法人又は団体は、以下に掲げる要件

を全て満たすことが必要です。

【 要件 】

①脱炭素先行地域の趣旨に賛同し、本市の取組を支援する事業者及び団体等

②法人名又は団体名が公表されることを了承すること

（５）入会手続き

入会を希望する法人又は団体は、所定の様式により入会申込書（別紙様式１）を事務

局にご提出ください。

（６）会費

原則として無料となります。

（７）退会

賛助会員は任意に退会することができます。ただし、退会する場合は、事前に事務局

にご連絡ください。

なお、コンソーシアムの名誉を棄損する行為があった場合は、退会していただきま

す。



３.ワーキンググループへの登録について

（１）ワーキンググループの役割

市と民間事業者等が連携しながら、必要な取組を具体的に推進するため、コンソーシ

アムの実働組織として９つのワーキンググループを設置します。

ワーキンググループは下記のとおり「補助事業」と「公民連携事業」の２グループあ

り、それぞれ役割が異なりますが、いずれのワーキンググループにおいても適宜、定例

会を行います。

なお、ワーキンググループの登録は行わず、コンソーシアムに賛助会員として入会す

ることも可能です。

（２）ワーキンググループの登録

入会申込書（別紙様式１）において、活動を希望するワーキンググループの登録（複

数選択可）を行ってください。

各ワーキンググループで登録要件が異なりますので、 資料１ をご確認ください。

※⑨公共交通（バス）について募集なし

４.お問い合わせ

〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号

宮崎市環境部環境政策課ゼロカーボン推進室

TEL：0985-21-1761

FAX：0985-22-3522

E-mail:09seisaku@city.miyazaki.miyazaki.jp

項目 補助事業 公民連携事業

グループ ①再エネ

②省エネ

③ＺＥＢ化推進（ＺＥＨ－Ｍ

含む）

④電力供給

⑤産学官連携

⑥スポーツ

⑦エコアクション

⑧公共施設（ＰＰＡ）

概要 ・ワーキンググループに参画

している事業者が各自にお

いて営業活動、及び工事等

を実施する。

・ワーキンググループで実施し

た工事等のみ補助対象とし、

需要家に補助金を交付する。

・④は電力供給プランを事業

者ごとに構築する。

・⑤～⑧は事業計画を検討す

る。

・⑥～⑧は事業計画の検討後

に、宮崎市が別途プロポー

ザル等により実施事業者を

決定する。


